
※契約内容の詳細は、各担当課にお問い合わせ下さい。

令和 7年10月契約分

NO 契約の名称 契約を締結した日
契約の相手方とした者

の名称及び住所
契約金額 随意契約の相手方の選定理由(適用条項) 担当課

1

令和７年度シス
テム標準化対応
に伴うコンビニ
交付システムと
の連携プログラ
ム等の修正業務

令和7年10月3日
㈱電算　佐久支社
猿久保７４２-３秋山
ビル

5,412,000円

本業務は、システム標準化に伴い、現在利用中のコンビニ交付シス
テムとの連携プログラムの修正業務であるため、システム安定稼働
のための適切な対応は、本システムを現在運用している（株）電算
以外の他社が遂行することは困難であるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号）

市民課

2

令和７年度子ど
も・子育て支援
金制度の創設に
伴う国保賦課シ
ステム改修業務

令和7年10月20日
㈱電算佐久支社
猿久保７４２－３
秋山ビル

5,261,300円
現在利用している国保賦課システムの改修業務であり、納入した業
者以外の者がこの業務を遂行することは困難である。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号）

国保医療課

3

令和７年度子ど
も・子育て支援
金制度の創設に
伴う後期高齢者
医療システム改
修業務

令和7年10月20日
㈱電算佐久支社
猿久保７４２－３
秋山ビル

2,819,300円
現在利用している後期高齢者医療システムの改修業務であり、納入
した業者以外の者がこの業務を遂行することは困難である。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号）

国保医療課

4
令和７年度　結い
の家昇降機修繕

令和7年10月20日

株式会社日立ビルシ
ステム関越支社
群馬県高崎市八島町
２６５

899,800

　エレベーターの稼働は安全性が重要であり、わずかな不具合でも
人命に係る事故につながる可能性があることから、部品毎に定期
的に交換が必要である。
　本エレベーターは施設建築時に株式会社日立製作所が設置し、
現在は同社の完全子会社の下記業者に国内の昇降機事業が移管
されている。下記業者以外の他社が交換修繕を行った場合、不具
合が生じた際に施工不良、部品不良、設計不良などの原因を究明
すること及び復旧までに時間を要し、利用者に多大な影響を与える
とともに、当該箇所に関し下記業者のグループ会社による保守点
検業務ができなくなる。
　このことから、本エレベーターの製造者（事業承継者）に施工させ
ることで保守点検等の一元化及び早急な対応が可能となる。
　以上のことから、本エレベーター設備の構造及び操作等を熟知、
精通している下記業者を選定する。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号）

高齢者福祉
課
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5

令和７年度　市
単　公園管理事
業　平尾山公園
エスカレーター
部品交換修繕

令和7年10月30日

三菱電機ビルソ
リューションズ㈱
長野支店
長野市栗田２１２５
長栄長野東ビル４階

8,600,900円

エスカレーターの稼働は安全性が第一であり、わずかな不具合でも
人命に係る事故につながる可能性が高いため、部品ごとに定期的な
交換が必要となっている。
　当エスカレーターは三菱電機が製造しており、本修繕対象部品の
設計・製造・組付は、部品を製造した三菱電機以外が施工できたと
しても修繕後の保守に影響が及ぶ。また、既存設備製造者に蓄積さ
れた設計製造施行のノウハウは、他社に提供されるものではないこ
とから、修繕のみでなく、エスカレーターの安全性を担保する保守
を合わせて考慮する中で、三菱電機製品の保守修繕を専門に行い、
規格及び機器構成に精通し、部品の製造及び、保守修繕業務全般を
補っている県内㈲いつの業者である三菱電機ビルソリューションズ
㈱を選定する。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号）

公園緑地課

6

令和７年度劇団
四季ミュージカル
公演企画・開催
業務

令和7年10月10日
㈲オフィス繭
長野市南県町１０４５

5,170,000

県内に置いて劇団四季の公演を開催するには、㈲オフィス繭のみ
が劇団四季から公演窓口に指定されており、他社への委託はでき
ないことから、円滑かつ的確な業務の遂行ができる当該業者を選
定したい。
（地方自治法第167条の２第１項第２号）

文化振興課

7

令和７年度文化
振興基金活用事
業「松竹大歌舞
伎」公演制作業
務

令和7年10月24日
松竹㈱
東京都中央区築地四
丁目１番１号

7,414,000

　松竹大歌舞伎の公演実施については、文化振興基金運用益を活
用した文化事業として、令和6年度の佐久市文化振興推進企画委
員会において計画された事業であり、当公演の制作業務において
は、取り扱う業者が右記業者1社に限定され、第三者に履行させる
ことが業務の性質上不可能であり、契約目的を達成するための履
行条件を満たす者が契約時点において特定されていることから、当
該業者を選定したい。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号）

文化振興課
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